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ま
ち
づ
く
り
推
進
課�

☎
８
９-

３
３
３
２

　
日
本
に
住
む
20
歳
か
ら
60
歳
未
満
の
す
べ

て
の
人
は
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

加
入
者
は
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
加
入
手
続
き
が
違
い
ま
す
。

◇�

自
営
業
者
・
学
生
の
方
（
第
１
号
被
保
険

者
）な
ど
が
20
歳
を
迎
え
ら
れ
た
と
き
は
、

住
所
地
に
加
入
の
ご
案
内
が
届
き
ま
す
の

で
、
誕
生
日
が
き
て
住
所
地
の
市
区
町
村

役
場
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◇�

会
社
員
や
公
務
員
な
ど
厚
生
年
金
や
共
済

組
合
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
（
第
２
号
被

保
険
者
）が
20
歳
を
迎
え
ら
れ
た
と
き
は
、

既
に
年
金
制
度
に
加
入
さ
れ
て
い
る
た
め

手
続
き
は
不
要
で
す
。

◇�

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配

偶
者
の
方
（
第
３
号
被
保
険
者
）
が
20
歳

を
迎
え
ら
れ
た
と
き
は
、
第
２
号
被
保
険

者
の
勤
務
先
を
経
由
し
て
加
入
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

学
生
の
方
や
収
入
が
少
な
く
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
方
の
場
合
は
、『
学
生
納
付
特
例
』

や
『
若
年
者
納
付
猶
予
』
な
ど
保
険
料
の
支

払
い
を
猶
予
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
住

民
課
ま
た
は
各
支
所
町
民
課
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　
公
的
年
金
制
度
で
は
、
す
べ
て
の
制
度
に

共
通
し
て
使
用
さ
れ
る
基
礎
年
金
番
号
が
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
民
年
金
や
厚
生
年
金

に
加
入
す
る
と
基
礎
年
金
番
号
が
記
載
さ
れ

た
年
金
手
帳
が
交
付
さ
れ
、
加
入
記
録
や
保

険
料
の
納
付
状
況
な
ど
が
こ
の
番
号
で
管
理

さ
れ
ま
す
。

　
年
金
手
帳
は
、
年
金
に
関
す
る
手
続
き
の

際
に
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

　
春
の
一
日
、
ご
家
族
や
お
友
達
と
バ
ス
に
乗
っ
て
備
後
地
方

の
産
業
を
体
験
し
ま
せ
ん
か
？

○
催
行
日　
３
月
12
日
（
土
）・
26
日
（
土
）

○
参
加
費　
１
人　
５
，
０
０
０
円

○
コ
ー
ス　

�

福
山
市
→
万
田
酵
素
工
場
見
学
（
因
島
市
）
→
耕

三
寺
・
瀬
戸
田
シ
ト
ラ
ス
パ
ー
ク
（
尾
道
市
）
ほ
か

　
　
　
　
　（�

詳
し
く
は
、
備
後
地
方
観
光
連
絡
協
議
会
事
務
局
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　
備
後
地
方
観
光
連
絡
協
議
会
事
務
局
（
福
山
市
観
光
課
）

　
　
☎
０
８
４
‐
９
２
８
‐
１
０
４
３

▼
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
を
わ
す
れ
ず
に

▼ 

年
金
手
帳
は
大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う

▼
産
業
観
光
ツ
ア
ー
を
実
施　

参
加
者
募
集
！

総　

務　

課�

☎
８
９-

３
３
３
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み
な
さ
ん
の
ご
協
力
で
、
国
勢

調
査
を
終
了
し
ま
し
た
。
今
後
、

こ
の
数
字
は
交
付
税
の
算
定
基

準
、
議
員
定
数
な
ど
の
諸
施
策
に

活
か
さ
れ
ま
す
。

▼
国
勢
調
査
に
ご
協
力

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

環
境
衛
生
課�

☎
８
９-

３
３
３
６

▼ 

水
道
料
金
・
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設

　

使
用
料
の
改
定
に
つ
い
て

　
水
道
事
業
・
農
業
集
落
排
水
事
業
の
経
営
の
安
定

の
た
め
、
平
成
21
年
度
か
ら
３
年
の
予
定
で
段
階
的

に
水
道
料
金
・
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料
を

改
定
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
平
成
23
年
度
は
、
４
月
請
求
分
よ
り
次
表
の
料
金

と
な
り
ま
す
。
利
用
者
の
み
な
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

神
石
高
原
町　
人
口 

１
０
，３
６
２
人

�

〈
平
成
22
年
10
月
1
日
現
在　
速
報
値
（
※
）〉

※�

こ
の
結
果
は
、
広
島
県
が
平
成
23
年
１
月
18
日
に
公
表
し
た
速
報

値
で
あ
り
、
後
日
総
務
省
か
ら
公
表
さ
れ
る
確
報
値
と
は
異
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

平成22年10月1日（金）

◇水道料金改定表（月額）� （単位：円）

　 現　行 平成23年度
基本料金（10㎥まで） 2,100 2,200

超過料金
（１㎥あたり）

10㎥を超え20㎥まで 183 188
20㎥を超え40㎥まで 204 209
40㎥を超え100㎥まで 246 251
100㎥を超えるもの 267 272

◇農業集落排水処理施設使用料改定表（月額）� （単位：円）

現　行 平成23年度
基本料金 2,310 2,520

※�世帯員割（人数加算分）は現行どおり，１人あたり 630円／月です。

福　

祉　

課�
☎
８
９-

３
３
３
５

　

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
の
就
業
を
支
援
す
る
た

め
、
就
業
に
結
び
つ
き
や
す
い
講
座
を
受
講
し
た
場

合
、
修
了
後
に
受
講
料
の
２
割
を
支
給
し
ま
す
。

１
．
対
象
と
な
る
方

　
⑴�

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
か
、
ま

た
は
同
様
の
所
得
水
準
に
あ
る
こ
と
。

　
⑵�

雇
用
保
険
の
教
育
訓
練
給
付
の
受
給
資
格
が
な

い
こ
と
。

２
．
対
象
と
な
る
講
座

　

�

雇
用
保
険
制
度
の
教
育
訓
練
給
付
の
指
定
教
育
訓

練
講
座

�

（
例
：
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
、
医
療
事
務
等
）

３
．
支
給
額

　
受
講
料
の
２
割

�

（
上
限
１
０
０
，
０
０
０
円
、
下
限
４
，
０
０
１
円
）

４
．
申
請
窓
口

　

�

福
祉
課
又
は
お
住
ま
い
の
最
寄
り
の
支
所
町
民
課

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
支
給
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
（
※
受
講
開
始
前
の
申
請
が
必
要
で
す
。）

●�

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.

kyufu.javada.or.jp

）
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先　
福
祉
課　
生
活
福
祉
係

▼ 

母
子
家
庭
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
の
お
知
ら
せ
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